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地方自治法第２４２条第１項の規定により，令和８年１月１４日に提出を受けた

住民監査請求について，同条第５項の規定により監査を行い，結果を次のとおり公

表する。 
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住民監査請求監査結果 

 

第１ 請求の受付 

１ 請求人 

（略） 

２ 請求書の提出日 

令和８年１月１４日 

３ 請求の内容 

請求人から提出された住民監査請求による主張要旨及び措置請求は，次のとおりで

ある。 

⑴ 主張要旨 

・ Ａ歯科医院は，請求人の診療において，実際に行った診療内容とは異なる内容

をカルテと診療報酬明細書に記載し，水増しした診療報酬を請求し，及び領得し

ている。 

・ 上記の水増し請求は，故意による水増し請求であったにもかかわらず，市は，

その事実に気づかず，合計９７６円を過大に支払っている。 

・ 請求人は，令和７年８月２８日に市長あて（市保険年金課取扱い），上記記載

の事実を報告した。市保険年金課は，請求人の報告を受けたときに，この事実を

知ったのだから，当該報告事実について調査し，事実確認を行い，Ａ歯科医院に

対し，過払いの診療報酬についての返還請求の措置を取るべきであるが，未だに

その請求をしていない。 

・ この事実は，診療報酬の過払いの返還請求権という債権（財産）の管理を怠る

ものであり，市に過払いの金額９７６円の損害を生じさせている。 

⑵ 措置請求 

 宇都宮市長に対し，上記水増し請求により生じた損害を補填するために必要な措

置（過払い金の返還請求）を講ずるよう，勧告することを求める。 

４ 請求書の要件審査 

本件請求については，地方自治法（昭和２２年法律第６７号，以下「法」とい

う。）第２４２条に規定する要件を具備しているものと認められたので，令和８年２

月１０日に受理を決定した。 

５ 監査委員の除斥 

法第１９９条の２に定める除斥事項に該当する者はいないことを確認した。 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

 本市において，請求人が主張する，故意の水増しによる診療報酬の過払いの返還請

求権という債権（財産）の管理を怠る事実があるかを監査対象事項とした。 

２ 監査対象部局 

監査対象部局を保健福祉部保険年金課とした。  

３ 請求人の新たな証拠の提出及び陳述 
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    法第２４２条第７項の規定により，陳述の機会を与え，令和８年２月１９日に請求

人の陳述を受けた。この際，新たな証拠の提出はなかった。 

  ４ 監査対象部局職員の陳述 

    監査対象部局から，令和８年２月１９日に保険年金課長等から陳述の聴取を行った。 

 

第３ 監査の結果 

１ 請求人の陳述内容 

   陳述された内容は概ね次のとおりである。 

  ・ 請求人の歯の診療において，事実を証する書面として提出した，Ａ歯科医院が

作成したカルテ及び診療報酬明細書に記載された診療内容は，実際の診療内容と

相違しており，Ａ歯科医院は診療報酬の水増し請求を行っている。 

  ・ 実際の診療内容は，Ａ歯科医院及びＢ歯科医院が撮影したレントゲン写真及び

弁護士を通じてＡ歯科医院から送付された回答書から読み取ることができ，診療

報酬明細書と相違していることが立証できるはずである。 

  ・ 市に令和７年８月２８日，上記事実を報告し，Ａ歯科医院に過払い分の診療報

酬を返還請求するよう求めた。この件について後日，その後の対応を保険年金課

に問い合わせたところ，事実確認等を行っておらず，何も対応しないとのことで

あった。 

  ・ 債権も財産の一部であり，市の財産の管理が適切ではないことから，住民監査

請求に至った。 

２ 監査対象部局の陳述内容 

監査対象部局の陳述は，以下のとおりである。 

⑴ 診療報酬明細書について 

    診療報酬明細書とは，医療機関が患者の診療内容を点数化し，健康保険組合など

の保険者に医療費を請求するために作成する明細書のことで，重要な書類である。 

診療報酬の審査及び支払いに関する事務は，事務量が膨大かつ医療の専門的知識

を要することから，国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項

に基づき，栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託してい

る。 

この診療報酬明細書は医療機関から国保連に送られ，国保連において１次審査を

通過した診療報酬明細書を保険者（宇都宮市）が再点検を行い，適正な請求と認め

られたものについて，国保連を通じて医療機関に支払われるものである。 

本市で点検している項目については，厚生労働省が定めた国民健康保険の診療報

酬明細書点検調査事務処理要領（昭和５５年保険発第４２号，以下「要領」とい

う。）に基づき，次のとおり実施している。 

① 被保険者資格の点検 

     ② 給付発生原因の点検 

     ③ 調剤報酬明細書との突合抽出 

     ④ 診療報酬請求点数の点検 

     ⑤ 縦覧点検   

    保険者による上記５項目の点検については，診療報酬の妥当性や不正請求の有無
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を判断するために書類上の確認を行うものであり，医師が行う医療行為の妥当性に

ついて審査するものではないことから，今回の診療報酬明細書について不正請求は

認められなかったものである。 

   ⑵ 医療機関等への返還請求について 

国民健康保険法第４１条では，「保険医療機関等は療養の給付に関し，保険医及

び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し，厚生労働大臣又は都道府県知

事の指導を受けなければならない」と規定されている。 

また，国民健康保険法第４５条の２では，「厚生労働大臣又は都道府県知事は，

療養の給付に関して必要があると認めるときは，保険医療機関等若しくは保険医療

機関等の開設者若しくは管理者，保険医，保険薬剤師その他の従業者であった者に

対し出頭を求め，又は当該職員に関係者に対して質問させ，若しくは保険医療機関

等について設備若しくは診療録，帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る」と規定されている。 

これらを踏まえ，保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査については，厚生

労働省が定めた指導大綱（平成７年１２月保発第１１７号，以下「大綱」とい

う。）及び監査要綱（同，以下「要綱」という。）に基づき，厚生労働省並びに地

方厚生局及び都道府県が指導・監査することと定められている。 

上記指導・監査により，診療内容又は診療報酬の請求に関し不正又は不当の事実

が認められ，これに係る返還金が生じた場合には，地方厚生局及び都道府県から保

険者へ「診療（調剤）報酬の返還について」の通知が送付される。 

この通知には，保険医療機関等が厚生局に提出した「返還同意書」と返還金額の

内訳等が記載された「保険者別返還金額一覧表」や「返還内訳書」が同封され，返

還金額を今後の診療報酬から控除するか，保険者から直接保険医療機関等に請求す

るかについては，通知に記載された方法に従い処理を行っている。 

このようなことから，本市では保険医療機関等に対して調査・指導する権限がな

く，返還請求を決定する立場にない。また，現在までにＡ歯科医院の診療に対し国

や県から「診療（調剤）報酬の返還について」の通知を受け取っておらず，そもそ

も返還請求という事実が発生していないことから，今回の事案により本市が損害を

被ったり，債権（財産）の管理を怠っているものはないと考える。 

３ 事実関係の確認 

監査対象部局に対する監査の結果，次の事実を確認した。 

   ⑴ 国民健康保険制度の概要について 

ア 目的等について 

      国民健康保険制度は，他の医療保険制度（被用者保険，後期高齢者医療制度

等）に加入していない全ての住民を被保険者とし，その疾病，負傷，出産又は死

亡に関して必要な給付を行い，社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目

的とした，相互扶助の医療保険制度であり，本市は，当該制度の保険者である。 

イ 診療報酬について 

      診療報酬とは，保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価と

して受け取る報酬であり，実施した医療行為のそれぞれの項目ごとに点数化され，

１点の単価は１０円として計算される。 
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      診療報酬の審査及び支払いに関する事務は，国民健康保険法第４５条第５項に

基づき，本市は国保連に委託していることから，保険医療機関は，診療報酬の合

計額から患者（被保険者）の自己負担額を差し引いた額について，１か月分をま

とめた診療報酬明細書により，審査支払機関である国保連に請求し，受け取る。 

      保険者である本市は，国保連からの請求書に基づき，国保連に対して請求金額

を支払う。 

ウ 診療報酬明細書の点検・審査について 

      診療報酬を支払うに当たり，国保連にて１次点検を行い，その後，国保連に設

置された，保険医及び保険薬剤師を代表する委員，保険者を代表する委員及び公

益を代表する委員で構成する「国民健康保険診療報酬審査委員会」（高額の診療

報酬明細書の場合は「国民健康保険診療報酬特別審査委員会」）において専門的

見地から審査を行い，審査を通過した診療報酬明細書について，本市で２次点検

を実施している。 

      ２次点検の内容は，要領に基づき，①被保険者資格の点検，②給付発生原因の

点検，③調剤報酬明細書との突合抽出，④診療報酬請求点数の点検，⑤縦覧点検

であり，このうち重点項目は，「被保険者資格の点検」「縦覧点検」「交通事故

の把握」「診療報酬請求点数の点検」である。 

   ⑵ 保険医療機関等の指導・監査について 

ア 指導について 

 (ｱ) 国民健康保険法第４１条に基づき，厚生労働大臣若しくは地方厚生局長

又は都道府県知事によって指導が行われる。大綱の第３に示された指導の

形態は次のとおりである。 

指導形態 指導方式 

集団指導 

 地方厚生局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生局及び都道府県

が共同で，指導対象となる保険医療機関等又は保険医等を一定の場所に集

めて講習等の方式により行う。 

集団的 

個別指導 

 地方厚生局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を一定

の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。 

個別指導 

 厚生労働省又は地方厚生局及び都道府県が次のいずれかの形態により，

指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機

関等において個別に面接懇談方式により行う。 

・地方厚生局及び都道府県が共同で行う「都道府県個別指導」 

・厚生労働省並びに地方厚生局及び都道府県が共同で行う「共同指導」 

・厚生労働省並びに地方厚生局及び都道府県が共同で行うものであっ

て，特定の範囲の保険医療機関等又は緊急性を要する場合等共同で行

う必要性が生じた保険医療機関等について行う「特定共同指導」 

  (ｲ) 大綱の第４により，原則としてすべての保険医療機関等を対象とするが，

効果的かつ効率的な指導を行う観点から，選定委員会が設置され，指導形

態に応じて，保険医療機関等の選定が行われる。 選定基準については次の

とおりである。 
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指導形態 選定基準 

集団指導 

・ 新規指定の保険医療機関等については，概ね１年以内にすべてを対象

として実施 

・ 診療報酬の改定時における指導，保険医療機関等の指定更新時におけ

る指導，臨床研修指定病院等の指導，保険医等の新規登録時における

指導等については，指導の目的，内容を勘案して選定 

集団的 

個別指導 

・ 保険医療機関等の機能，診療科等を考慮した上で診療報酬明細書の１

件当たりの平均点数が高い保険医療機関等（以下「高点数保険医療機

関等」という。）について１件当たりの平均点数が高い順に選定 

個別指導 

【都道府県個別指導】 

・ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会（以下「支払

基金等」という。），保険者，被保険者等から診療内容又は診療報酬

の請求に関する情報の提供があり，都道府県個別指導が必要と認めら

れた保険医療機関等 

・ 個別指導の結果，指導後の措置が「再指導」であった保険医療機関等

又は「経過観察」であって，改善が認められない保険医療機関等 

・ 監査の結果，戒告又は注意を受けた保険医療機関等 

・ 集団的個別指導の結果，指導対象となった大部分の診療報酬明細書に

ついて，適正を欠くものが認められた保険医療機関等 

・ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち，翌年度の実績におい

ても，なお高点数保険医療機関等に該当するもの 

・ 正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した保険医療機関等 

・ その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等 

【共同指導】 

・ 過去における都道府県個別指導にもかかわらず，診療内容又は診療報

酬の請求に改善が見られず，共同指導が必要と認められる保険医療機

関等 

・ 支払基金等から診療内容又は診療報酬の請求に関する連絡があり，共

同指導が必要と認められる保険医療機関等 

・ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち，翌年度の実績におい

ても，なお高点数保険医療機関等に該当するもの 

・ その他特に共同指導が必要と認められる保険医療機関等 

【特定共同指導】 

・ 医師等の卒後教育修練や高度な医療を提供する医療機関である臨床研

修指定病院，大学附属病院，特定機能病院等の保険医療機関 

・ 同一開設者に係る複数の都道府県に所在する保険医療機関等 

・ その他緊急性を要する場合等であって，特に特定共同指導が必要と認

められる保険医療機関等 

  (ｳ) このうち，大綱の第７の１の（２）に定められた個別指導後の措置につ

いては，「概ね妥当」「経過観察」「再指導」「要監査」の４つである。

この４つの措置のうち，「再指導」において，患者から受療状況等の聴取

が必要と考えられる場合は，速やかに患者調査を行い，その結果，不正又
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は著しい不当が明らかとなった場合は，当該保険医療機関等に対して要綱

に定めるところにより監査が行われる。 

「要監査」については，後日速やかに監査が行われる。 

イ 監査について 

 (ｱ) 国民健康保険法第４５条の２に基づき，厚生労働大臣若しくは地方厚生

局長又は都道府県知事によって監査が行われる。要綱の第３に示された監

査対象となる保険医療機関等の選定基準は，以下のとおりである。 

   ・ 診療内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある 

    とき 

   ・ 診療報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由 

    があるとき 

   ・ 度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見ら 

れないとき 

   ・ 正当な理由がなく個別指導を拒否したとき 

  (ｲ) 監査後については，要綱の第６の１の行政上の措置のほか，要綱の第６

の４の経済上の措置として，地方厚生局及び都道府県は，監査の結果，診

療内容又は診療報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ，これに

係る返還金が生じた場合には，該当する保険者に対し，医療機関等の名称，

返還金額等必要な事項を通知し，当該保険者から支払基金等に連絡させ，

当該医療機関等に支払うべき診療報酬からこれを控除させる。この取扱い

により難いときは，支払基金等から当該保険者に連絡させ，返還金相当額

を当該医療機関等から直接，当該保険者に返還させる。 

⑶ 診療報酬に係る返還請求権について 

請求人は，Ａ歯科医院が「水増しした診療報酬を請求し，及び領得」しており，

それが「故意による水増し請求」であると主張しており，この場合においては，診

療報酬の不正請求に該当する。 

厚生労働省からの通知である「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金の回収

状況の把握について」（平成３０年保保発０４２７第１号・保国発０４２７第１

号・保高発０４２７第１号）によれば，「不正請求の場合，返還請求権は民法第

７２４条に規定される請求権に該当するため，当該請求権の時効期間は，被害者た

る保険者が損害及び加害者を知ったとき，すなわち地方厚生局から返還に係る通知

を受けた日の翌日等から起算して３年」である。 

国民健康保険法第４５条の２に基づく監査により，診療内容又は診療報酬の請求

に関し不正又は不当の事実が認められ，地方厚生局及び都道府県から保険者へ「診

療（調剤）報酬の返還について」の通知が送付された場合，保険者は当該通知に基

づき返還請求を行うこととなるが，請求人が主張するＡ歯科医院の診療報酬の請求

に対し，当該通知は，監査対象部局に届いていない。 

⑷ 保険者である本市の対応について 

保険者である本市の対応については，陳述又は法第１９９条第８項に基づく調査

により，監査対象部局から以下のとおり確認した。 
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ア 国保連から診療報酬明細書が送付された際の対応 

 請求人が主張する，故意の水増し請求に係る事実を証する書面として提出され

た診療報酬明細書については，国保連において審査を通過したことから，要領に

基づき，本市において２次点検を実施した。２次点検の結果，当該診療報酬明細

書に不正請求は認められなかった。国保連を通じて，Ａ歯科医院に支払われた。 

また，その後において，返還金の発生等により診療報酬の額に変更が生じた事

実はない。 

 イ 請求人から報告を受けた際の対応 

(ｱ) 国，県への報告等 

令和７年８月２８日，請求人から本件請求と同様の内容について報告書に

より報告を受け，同日に厚生労働省関東信越厚生局栃木事務所（以下「栃木

事務所」という。）及び栃木県保健福祉部国保医療課（以下「県国保医療

課」という。）に対して，電話での報告を行った。 

① 栃木事務所に対しての報告及び確認の内容 

・ 監査対象部局の窓口において歯科診療に関する医師の不正請求につい

ての相談を受けている。 

・ 本市としては調査を行う立場にないことを相談者に説明したところ，

相談先がないかを問われたため栃木事務所を案内したい。 

・ 直接請求人が栃木事務所に訪問して相談をすることは可能か。 

なお，この内容に対し栃木事務所から，直接相談に訪問して構わないが，

担当が不在の場合もあるので，事前に連絡をもらってからの方がよい旨の回

答を得ている。 

② 県国保医療課に対しての報告及び確認の内容 

・ 監査対象部局の窓口において歯科診療に関する医師の不正請求につい

ての相談を受けている。 

・ 本市としては調査を行う立場にないことを相談者に説明したところ，

相談先がないかを問われたため栃木事務所を案内したい。 

・ この案内を行うに当たり，本市が直接案内をしてよいか，或いは県国

保医療課を通じて案内した方がよいか。 

・ 栃木事務所には連絡を取り，直接相談に来て構わないという回答は得

ている。 

なお，この内容に対し県国保医療課から，栃木事務所が了承しているのな

らば案内をしてよい旨の回答を得ている。 

③ 請求人への報告 

請求人に対し，栃木事務所及び県国保医療課への報告及び確認の後，栃木

事務所へ直接相談に訪問して構わないが，担当が不在の場合もあるので，事

前に連絡してからの方がよい旨を窓口で伝えた。 

(ｲ) 診療報酬明細書の再点検 

令和７年８月２８日，請求人からの報告を受け，同日，報告を受けた診療

報酬明細書について，要領における点検項目を準用し，①被保険者資格の点

検，②給付発生原因の点検，③調剤報酬明細書との突合抽出，④診療報酬請
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求点数の点検，⑤縦覧点検の再点検を行っている。再点検の結果，不正請求

は認められなかった。 

４ 監査委員の判断 

本件請求についての判断をするに当たっては，請求人が主張する，故意の水増しに

よる診療報酬の過払いの返還請求権という債権（財産）の管理を怠る事実が存在し，

市に損害を生じさせているかどうかという観点から監査を実施した。 

⑴ 診療報酬に係る返還請求権について 

保険医療機関等の不正請求に係る返還請求については，厚生労働大臣若しくは地

方厚生局長又は都道府県知事により行われる監査の結果，診療内容又は診療報酬の

請求に関し不正の事実が認められ，これに係る返還金が生じ，「診療（調剤）報酬

の返還について」の通知が送付された場合，保険者である本市が，当該通知に基づ

き返還請求を行うこととなるが，Ａ歯科医院の診療報酬の請求に係る「診療（調

剤）報酬の返還について」の通知が本市に届いていない以上，本件請求に係る診療

報酬の返還請求権は，発生していないものと判断する。 

⑵ 結論 

     本市において，Ａ歯科医院に対する診療報酬の返還請求権が発生しているとはい

えない。したがって，請求人が主張する，故意の水増しによる診療報酬の過払いの

返還請求権という債権（財産）の管理を怠る事実があるとは認められないことから，

請求人の主張には理由がなく，本件請求はこれを棄却するものとする。 

⑶ 意見 

本市は，国民健康保険の保険者として，被保険者である市民からの相談や疑義の

報告に対しては，市民が安心して医療を受け続けることができるよう，真摯に受け

止め，市民に寄り添った対応に努められたい。 

 


